


木造住宅の耐震診断法には数種類の方法があり、その目的にあった診断方法を選択します。
①誰でもできるわが家の耐震診断：一般の方が、地震の知識を習得し、自分の家の安全性を知るためのもの
②一般診断法：専門家が、耐震改修の要否を判断するために実施するもの
③精密診断法：専門家が、耐震改修の設計のために実施するもの
横浜市の耐震診断制度は一般診断法です。耐震改修を行う場合は、設計者が詳細な耐震診
断を再度行います。

※上記①～③の診断方法は、いずれも、（一財）日本建築防災協会が発行する「木造住宅
の耐震診断と補強方法」という専門書に定められています。

耐震診断法のいろいろ

　耐震診断は、住まいの地震に対しての安全性や、耐震改修の必要
性を知るための方法で、一般的に建築士などの専門家が行います。
　現地調査（約２～３時間程度）と計算作業を行い、その結果は、上
部構造評点等の点数で示されます。

上部構造評点
1.5以上
倒壊しない

1.0以上1.5未満
一応倒壊しない

 0.7以上1.0未満
倒壊する可能性がある
 0.7未満
倒壊する可能性が高い

上部構造評点が1.0未満と判定されたら耐震改修を検討しましょ
う（→Ｐ７）。



現状を正確に調査
し、実状に見合った
的確な補強工事を
実施することができ
ます。

調査の負担は少な
いですが、想定値を
用いるため、工事費
を抑える効果は低く
なります。

金額を抑え、倒壊を
防ぐための必要最
低限の補強工事を
実施することができ
ます。

約300～350万円
（補助金申請した物件の平均） 約350～400万円

（補助金申請した物件の主な分布）

約250～300万円
（補助金申請した物件の主な分布）

【精密診断型】に比べ、補強量が

増加し、高額になる傾向があり

ます。

【精密診断型】に比べ、費用を抑

えられる傾向があります。








